
「ボランタリーでアンペイ ドな労働」が

結果的にケア ワークの価格や社会的評価

に何をもた らしているのか?(上 野はこれ

を 「労働ダンピング、労働の価格破壊」と

絶妙な指摘をしている)。「ボランタリーで

アンペイ ドな労働 を支えてきた彼女たち

の理念や善意 とは何 なのか?そ れ らを問

い直す ことが今 ワーコレに求め られてい

るだろ う。ケアワーカーをめぐる労働環境

は、もはやワーコレだけの問題ではなくな

っていることを検証す るときに来ている。

長い歴史の中で 「女性 が担わ されてき

た」がゆえに不可視化 され、アンペイ ドで

あることが当然 とされてきた家事や介護

労働がようや く有償化 し、事業化 されたこ

の画期的な瞬間に、ケアワー クが 自立でき

る 「真 っ当な仕事」となるか否かは、単に

ケアワーカーだけの問題ではな く、すべて

の女性の問題でもある、と私は考えている。

以上です。(拍 手)

大沢　 続きま して、私が執筆 した第7章

「三つの福祉政府体系と当事者主権」に関

して、東京大学大学院の米澤旦 さんか らコ

メン トをいただきます。よろ しくお願い し

ます。

米澤旦　 東京大学大学院の米澤 と申 し

ます。本章は福祉社会実現のための制度設

計について論 じられた章ですが、私か らは

大沢論文に関 して2点 ほど気になった点

をコメン トさせ ていただきたい と思いま

す。要約は割愛 させていただきます。

まず第1点 目ですが、本章のタイ トルで

もある3つ の福祉政府体系 と当事者主権

との関係 についてです。

本章の議論の 目的は、ニーズ中心の福祉

社会 をつ くり上げるために福祉制度を構

築す る必要性 と実現可能性 を示す ことに

あ ります。その際に大沢は、中央政府、地

方政府、社会保障基金政府 とい う3つ の福

祉政府体系の構想 の中でユニバーサルな

サー ビスの供給 を実現す るために、とりわ

け住民の多様 なニーズにこたえる地方政

府の役割 を重視 しています。

確かに地方政府 に関 していえば、当事者

の参加 が一定の有効性を持つ ことは理解

しやすい と考え られます。3つ の政府体系

とい う枠組みの中で、地方政府は 「家庭内

や コ ミュニティでの無償 労働 によって生

産され る財 ・サー ビスが、ニーズにたい し

て供給不足になった とき、それに代替する

財 ・サー ビスを供給する任務」を担 う生活

の場における政府 であると位置づけ られ

ます。本章でも 「(ユニバーサル化を実現

するためのポイン トは)多 様な住民が主体

として地域運営 に参加する機会 を徹底的

に保障することであ り、福祉政府 としての

地方政府 は、その意味で住民の 自己統治の

機関でなければな らない」と明確 に述べ ら

れてお り、地方政府は、高齢者、障害者へ

の対人社会サー ビス供給の場面において

ユニバーサルサー ビスの実施主体 として

当事者参加 を求 められ る場 になると考 え

られます。

では、残 りの中央政府、社会保障基金政

府 に関 しては、その当事者主権 と関連はな

いのだ ろ うか とい う点が気 になった点の

第1点 目です。大沢論文ではこの点に関 し

ては、明確 に述べ られていないよ うに見受

けられます。 しか し、恐 らく当事者運動、

当事者主権がかかわる余地は小 さくない

と考えられます。

まず 中央政府に関していえば、ユニバー

サルデザイ ンの最小限の制度の大枠 と最

小限の水準を決めるために、当事者の参加

が必要であると考えられます。ユニバーサ

ルデザインは、「①国民生活に不可欠なサ
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一 ビスであって、②誰 もが利用可能な料金

など適切な条件で、あまねく日本全国にお

いて公平かつ安定的な提供の確保が図 ら

れ るべき」とい う一種 のナシ ョナル ・ミニ

マムが保障 され るとい う要件 を持つため

です。当然、地域 ごとに求められ るサー ビ

スは異なるため、地方政府 の役割 とい うの

が先 にも述べたよ うに重要になることが

考えられますが、同時に中西が10章 で指

摘す るような全国 レベル の当事者組織 に

よる当事者の政治参加によって制度全体

の枠組みが定め られ る必要があると考 え

られます。

もう1つ の社会保障基金政府 に関 して

いえばどうかとい うところですけれ ども、

ここで社会保 障基金政府 とい うのは生産

の場の相互扶助機構であって、一方で当事

者主権の問題は主 として生活の場が問題

になるために、関連性は薄いと考える考え

方もあるとは思 うのですが、社会保障基金

政府 に関 して も当事者参加 は意味を持つ

のではないかとい うのが私の考えです。そ

れは労働 を通 じた社会参加 もニーズの1

つであって、当事者参加 の課題 になると考

えられるためです。

その当事者が 自立を強い られることの

危険性 とい うのには十分注意 しなければ

ならない とは考えられますが、その自立 と

依存の境界が相対的であるな らば、どの程

度個人が 自立すれ ばよいのか とい う問題

を一概 には決定できないで しょう。 当然、

障害者や高齢者 の中で働いて 自立す るこ

とを望む人は多いだろうし、当事者主権の

原則か らいっても、当人が 自立を望む場合

はそれは肯定されるべきだ ろう。自立を望

む人、もう少 し正確に言えば、市場か らの

資源の獲得の割合の増加を望み、生産の場

へのコミッ トを望む人には、それにふ さわ

しいサポー トが必要になる。労働者教育な

どのサー ビスの提供 もその社会保 障基金

政府 の前身である友愛組合が果た してき

たとい うことを考 えるな らば、自立を促進

させ るとい う役割 も社会保障基金政府は

担い得るだろう。 これは、「社会的包摂 と

凝集性の原理を組み込んだ資本主義」とい

うよ うな最近の考え方 とも関連 している

と思います。このように社会保障基金政府

に関 しても当事者 主権 とい う問題がかか

わる余地は大きいのではないか。

以上のように、ニーズ中心の福祉社会の

構築に向けて恐 らく地方政府 レベル、中央

政府 レベル、社会保障基金政府 レベルのそ

れぞれで、当事者 による参加が果たす役割

は異な ります。今後はそれぞれの局面に分

けて どのよ うな対応 が当事者に求 められ

るのか を検討す ることが必要になると考

えました。

2点 目は、当事者の範囲はどこにあるの

か とい う点が気 になった ところです。それ

は何か とい うと、大沢論文 とほかの論文 と

の間に当事者の範囲をめぐって力点の違

いがあるように見受け られた とい うこと

です。ほかの章は当事者主権 とい う言葉で

主 として高齢者や障害者を想定 している

のに比べ、大沢論文では議論の射程が障害

者や高齢者 に限定 され ない とい う特徴 が

あるように思います。

大沢は、「人 として生活が成 り立ち社会

に参加できる 「潜在能力capability」 」と

「現状の潜在能力」とのずれ をニーズ とと

らえます。このよ うなずれを埋めるために

財やサー ビスが必要になるが、この財やサ
ー ビスを完全に 自給 自足できるような人

は存在せず、つま りこのニーズの充足 とい

う問題は高齢者や障害者だけの問題には

限 りません。

21



そ して大沢が強調するのは、その提供 さ

れ る財やサー ビスのユニバーサル性 とい

う概念です。 「ユニバーサル化は、諸個人

が相互に多様であるだけではなく、一個人

も時間の経過のなかで変化 し、誰 もが多種

多様なニーズを持つことを、モノや制度の

設計に織 り込も うとする。そ うした設計は、

人生の一時期にたまたま 「並みの人」(健

常な壮年男子)で ある人に とっても使いや

すいものになる」と述べ られているよ うに、

その射程 は自立ができない社会的弱者の

範囲を超 えてい ると考え られます。

このよ うに広 くユニバーサル とい うも

のを とらえた ときに、ユニバーサルなサー

ビスは実現不可能 であるとい うよ うな批

判 もあ り得 るとは考 えられ るんです けれ

ども、実現可能性 に関していえばユニバー

サルデザインの主導者であるMaceが 指摘

す るよ うに、ユニバーサルデザインは現 に

存在する状態 とい うよ りは、 「目的を最 も

適切に描写する言葉」であるとい う見方が

この際には妥当だ と思います。つま り、ユ

ニバーサル とい うのは、望まれ るべき生活

保障の方向性を示す考え方だろ う。そ して

その方向性のもとでの制度設計 を行 うた

めには、さきにも述べたように地方政府 を

中心 とした当事者 の参加が必要になると

い うことは言 うまでもないことです。

この ようにユニバーサル化 とい う視点

を とった ときに、その当事者主権が特定の

マイノ リティのみの問題ではなく、ある社

会 の生活保障をいかにつ くり上 げるか と

い う社会全体 にかかわ る問題 であるとい

うことが示唆 されています。1章 で上野は、

当事者 ニーズを重視することの必要性を

説いていますが、当事者のニーズが重視 さ

れなければな らないのは、客観的なニーズ

を導 く専門家や行政の判断が、実際には特

定の個人をモデル として想定す る傾向が

あ り、それが当事者のニーズ とは必ず しも
一致 しない とい うところに一因があるた

めだと考えられます。

日本の場合は とりわけそれが男性壮年

期 をそのモデル とす ることが多かった と

い うのは既 に指摘 されていることです。当

事者主権 とい う視点は、特定のモデルに基

づいたニーズの充足 を是 とす る 日本の生

活保 障システムを修正す るポテ ンシャル

を持 った概念であって、このことは本書全

体の中でもっ と強調 されて よか ったよう

に思います。少なくとも今後の当事者主権

論ではこの点は積極的に展開されるべき

ではないか と考えています。

ただ し、大沢論文に関していえば、ユニ

バーサルデザイ ンは以上の ように重要な

概念であるとは考えられ るんですけれ ど

も、どのようなサー ビスが具体的にユニバ

ーサル でどのよ うなサー ビスがそ うでな

いのか とい う点に関 して、記述がほ とんど

なかったとい う点が残念で した。この点に

関していえば、個々の事例の検討を通 して

研究者 と実践者 との間で認識 の共有 を図

ることが求め られ てい くだろ うと考 えら

れます。

以上です。ありが とうございま した。(拍

手)

大沢　 どうもあ りがとうございました。

続 きまして第8章 「これからの社会保障政

策 と障害福祉」(広 井良典)に 関 して、東

京大学大学院の天谷力蔵 さんか らコメン

トをいただきます。よろしくお願い します。

天谷力蔵　 東京大学大学院社会学修士

1年 の天谷 といいます。よろしくお願 いい

たします。

本稿はほかの文献 と比べま して、制度ま

たはもっと大 きな枠組み と見たその社会
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構造に関 してメー ンに述べ られてお りま

す。まずは議論の焦点 となる箇所 を中心に

本章の概要を述べた後に、私のほ うか ら幾

つか疑問点を提示 していきたい と思って

お ります。

まず概要ですけれ ども、本稿の問題意識

として障害をめ ぐる課題・問題 を日本社会

における問題、具体的にいいます と①生産

主義的思考か ら脱却、②個人の孤立 と社会

的関係性の喪失、③ 「再分配」への合意づ

くりとの関連か らとらえよ うとい う問題

意識か ら考えます。本書評では、本稿のメ

イ ンと思われ る③ に関す る問題に注 目し

ていきたいと思ってお ります。

次に行 きま して 日本 の再分配機能の特

徴 とい うことで、日本は国際比較で見ると

社会保障による再分配機能は弱 く、その背

景には1つ 目として(a)会 社 ・家族が見

えない社会保障 として機能 した こと、第2

点 目として、(b)公 共事業を含 めた、社

会保障以外の さまざまな政策(地 方交付税

交付金など)が再分配の機能を果た したこ

と、これを通称 として 「生産部門を通 じた

再分配」と言 ってお ります。以上の2点 が

あったことが挙げ られてお ります。

参考文献 に載せ なかったんですけれ ど

も、北海道大学の宮本太郎 さんは、この両

方、見えない社会保障と公共事業を含めた

「生産部門を通 じた再分配」の2つ が、既

に失われていることも指摘 してお ります。

次に、実際に社会保障を動か している財

源のほ うに目を向けていってお ります。基

本認識 として、高齢化などを背景に保険原

理が成立 しにくく、保険原理が前提 とす る

共同体的基盤や企業(雇 用)・ 家族の画一

性が揺 らいでいるとい う点か ら、社会保障

財源は社会保険方式か ら税方式へ比重を

高めてい くことは不可避 である とい うこ

とに しています。それを裏づけるようにし

て、ヨーロッパの各国では財源は社会保険

ではな くて、税方式へ比重を高めていると

い うことを示 してお ります。

以上 を踏ま えま して疑問点 を2点 ほ ど

述べ させていただきたい と思います。実際

に会社 ・家族 による 「見えない社会保障」

とは具体的に何 を指す のか とい うことで

す。本書では、日本社会の再分配機能が会

社 ・家族による 「見えない社会保障」(a)

と公共事業 を含めたさまざまな政策(b)

が存在 していた とされていますが、現在で

はその機能が失われていることを指摘 し

てお ります。それを踏まえ、(b)に 関し

ていえば、例えば公共事業費の削減 などで

その機能が失われていることが確認でき

ますが、(a)に 関 していえばその機能が

失われているのは具体的 に何 を示 してい

るのか。もっと言ってしまえば、会社 ・家

族の見えない社会保障の機能が既 に失わ

れているとい うことをどの ように して測

定するかとい うことです。例えば会社に関

していえば、 日本の55年 以降、高度成長

期以降から成立 してきた終身雇用制度 ・年

功序列制度が失われていることを示唆 し

ているのか。このような疑問点が1つ 目と

して思い浮かびま した。

2点 目として、社会保障の財源に関して、

社会保険方式・税方式のそれぞれの利点は
一体何であるのかとい うことです

。

社会保障の財源に関す る問題で、保険料

方式 ・税方式それぞれの特徴 ・利点が不明

であ りました。例 えば社会保険は共同体的

基盤や家族 ・企業の画一性 を必要 としてい

るが、なぜ社会保険が画一 された共同体を

前提にしなくてはな らないのか。税方式に

すれば、それ らの共同体を前提に しなくて

も社会保障を円滑に機能 させ ることがで
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きるのか とい うことです。また、本書の

214ペ ージの図7で 書いてあ りますが、今

回のこの8章 のテーマ、若年障害の財源を

見 る限 りは、本稿が望ましい とす る税方式

になっているんですが、にもかかわ らず現

行の制度では どの点が問題 なのか。

以上2点 が私のほ うか らの疑問点であ

ります。短いですが以上です。(拍 手)

大沢 大変あ りが とうございます。続い

て第9章 「楽観 してよいはずだ」(立 岩真

也)に ついて東京大学大学院の河村賢 さん

からコメン トをいただきます。どうぞ よろ

しくお願い します。

河村 賢 東大大学院の河村 です。本章

では、ほかの章で述べ られたニーズ中心の

福祉社会 を支 える諸制度の実行可能性を

理論的に擁護す るとい うことがな されま

す。ここではまず立岩 自身の立論 を検討す

る前に、それ と対比す るために、ここで直

接 は言及 され ない悲観論の立場 をま とめ

ておきたい と思います。

その悲観論 の立場 にどうい うものがあ

るのかといいます と、基本的には1970年

代 ぐらいか ら主張されるようになった 「福

祉国家の危機」論の立場 とい うのが挙げら

れ るのではないかと思います。例 えば武川

正吾は90年 代において既 に社会政策のあ

り方 をめ ぐる当時の支配的な言説 とい う

のが、国民負担率を抑制すべきだ とい うよ

うな形になっていることを認めなが ら、そ

うした論の背景には、「社会保障費を含む

社会支出を賄 うためには高い成長率が必

要だが、低成長時代にはそれが望めないの

だか ら、社会支出とい うのは可能な限 り低

く抑える必要がある」とい う共通の認識が

あると指摘 しています。

後で述べるよ うに、このよ うな 「福祉国

家の危機」論 とい うのが80年 代以降の新

保守主義政権の社会政策 を下支 えしたわ

けですが、90年 代イギ リスにおいて、民

営化 を中心 とす る新保守主義政権 を批判

して登場 したブ レアのニュー・レイバーの

指針、つま り 「第三の道」も個々の政策の

違いとい うのはあるけれ ども(例 えば福祉

国家 を民営化するのではなく、近代化する

のだ とい う言い方 でブ レアは語 るわけで

す)、 福祉国家は危機に瀕 しているとい う

認識、そ うい う悲観論 自体は共有 している

と思います。

こ うした政策が帰結す る問題点につい

ては、例 えば既に渋谷望が 『魂の労働』で

行った批判があ ります。渋谷は、「第三の

道」が提唱す る 「一律給付型福祉」か らコ

ミュニテ ィへの貢献や 自助努力 とセ ッ ト

にされた 「参加型福祉」への転換が、同時

にコミュニテ ィへの参加や 自助努力 とい

う義務 を果たさない人々をより強 く排除

し、選別 して しま うとい う事態を 「〈参加

〉への封 じ込め」とい う言葉で表現 しま し

た。

このように、福祉国家の危機 とい う認識

から導き出された処方せんが、逆に社会支

出の削減 をもくろむ行政の思惑にか らめ

捕 られて しま うとい う構図は、社会福祉に

おけるNPOの 役割 をどうとらえるか と

い う議論においても見 られます。例 えばサ

ラモン(Salamon)が 指摘するように、近

年の公共サー ビスの担い手であるサー ド

セ クター(含NPO)へ の注 目の背景には、

単 に市民社会の成熟 とい った下か らの要

因があるのではない。そ こにはレーガン、

ブッシュらの新保守主義政権下で、社会支

出を削減 したい とい う上か らの政治的な

要因があるとい うことを指摘 しています。

そ こでは社会福祉 におけるNPOの 役割

を肯定的に語 ることと、行政の責任を解除
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す ることが奇妙につながって しまいます。

では、このよ うな悪循環をどのように回避

すべきで しょうか。

ここで立岩の立論に移 ります。こ うした

悲観論の認識に対 して立岩 は、そもそも

「福祉国家の危機」とい う認識が出発点か

ら矛盾 を抱 えてい るとい うことを指摘 し

ます。 「福祉国家の危機」言説 は先進国に

おける経済の成長飽和 と高失業率が問題

であるとし、それゆえに社会支出は削減 さ

れざるを得ない とい うことを導きます。し

か し成長飽和と高失業はそれぞれ財(源)

と労働力の余剰 を意味するはずであ り、そ

れは社会支 出の削減 を正当化する どころ

か逆によ り一層 の社会支出を支持す るこ

ととな らなくてはいけない と彼 は述べ ま

す。したがってむ しろ、余っていて社会に

おいて不均等 ・不公平に割 り当て られてい

るはずの財源や労働力 をどのよ うに再分

配 してい くか とい うことが最重要な政治

的課題 になると主張されます。

この再分配 を何が担 うのか とい うこと

に関 しては、当然中央政府の役割 としてそ

うい うものが あるとい うことだ と考 えま

す。第7章 の大沢論文では住民の自己統治

の機 関 としての地方政府 との役割 を強 く

想 定 していたわけですが、ここで立岩が述

べていることはそ うではなくて、中央政府

の役割 とい うのをかな り重 く見ているわ

けです。この2つ の立論は対立 しているか

もしれない し、あるいは補完 しあっている

のかもしれませんが、いずれにせ よ両者は

少 し異なった ビジ ョンを描 いているとい

うことは論点 として指摘 しておきたい と

思います。

とはいえ、このよ うな考えか ら社会支出

の直接の財源 とい うのは消費税 のよ うな

定率の負担を全員に求めるよりも、所得税

の累進性 を復活 させ ることでその再分配

とい うのをよ り活 性化 してい くことが優

先だ とい うような提言がなされます。

この よ うな認識か ら導き出され る福祉

制度あ り方 も 「第三の道」が提唱す るよ う

な参加型福祉あるいは 自助努力 と引 きか

えに福祉 を与える とい うような制度 とは

大分異なったもの となっています。立岩は、

「制度理論における 「当事者主権」と(行

政の)「 公的責任」は両立す るし、両立す

べき」と述べた上で、例えば所得保障にお

ける、必ず しも本人の 自発的な申告に基づ

かないか もしれない 自動給付 の可能性に

も肯定的に言及 します。

以上の議論 をまとめましょう。行政 とN

POの パー トナー シップとい う概念が説

かれる とき、しばしば行政が資金面の援助

を行い、NPOが 実際のサー ビスの与え手

となるだけだ とい うような単純な役割分

担の構図に切 り詰 められ ることがあ りま

す。この役割分担 図式は、資金の援助を受

けてい るNPOの 活動 の自立性を どの よ

うに確保すべ きか とい う問題 を引き起 こ

さざるをえません。しかし立岩の描 き出す

再分配 とい う独 自の政治的課題を担 う政

府 とい う構図は、そ うした問題に陥 らない、

(サラモンの用語を流用 して使 うな らば)

「行政の責任を解除 しないパー トナーシ

ップ」のあ り方を指 し示 していると言える

のではないで しょうか。以上です。(拍手)

大沢　 どうもあ りが とうございま した。

最後に第10章 「当事者主権の福祉戦略」

(中西正司)に つ きまして、熊坂礼子さん

か らコメン トをいただきます。よろしくお

願いいた します。

熊坂礼子　 熊坂 と申します。 よろしく

お願い します。お手元の レジュメが長いの

で少 しずつ省略するところがあります。最
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初に 「全体的感想」は、「さて10章 におい

て」 とい うところか ら読みます。

中西は、ニーズ中心の福祉社会を実現す

る拠点として、福祉サー ビスユーザーユニ

オン結成を提案 している。この提案は、時

宜を得た共感できる内容 である。そ して何

より、各分野の識者による考察 と提言を受

けて、福祉サービス利用当事者である中西

がその経験 をもとに検討 し再構成 して当

事者 として提案 していることは特筆すべ

き点である。

この背景には、将来、障害者制度が介護

保険制度に統合 され る可能性があり、障害

者に とってはサー ビスの縮小 と費用負担

の増加につなが り、これ まで30年 に及ぶ

障害者の 自立生活運動の成果が、な し崩 し

になることへの強い危機感がある。一方、

介護保険制度はサー ビスの種類 と量に制

限があ り、応益負担もあ り、さらに利用者

の増加による財政逼迫などを理 由に、サー

ビス量が さらに抑制 されてきている現状

がある。この状況は高齢者にとっても障害

者 に とっても生存 と生活の質にかかわる

重大事であるとい う認識か ら、両者が連携

して安心 して暮 らせ る福祉制度を要求 し

ていくことが提言 されている。

ここに提示 される構想 は、中西の障害者

としての経験が余す ところな く生か され

たものである。中西はその経歴が示す よう

に、自立生活運動の先導役 として当事者主

権 による仕組みをつ くり上げてきた。その

中で行政 との交渉も数多く経験 してお り、

海外の福祉制度に も精通 して多 くの経験

に裏打ち され た理論 と実践方法 を持つ信

頼できる実践家である。

障害者の現在は、一朝一夕に実現 された

ものではない。障害を持っているために健

常な人 と同 じよ うな生活 を享受できない

ことをめぐって、内省 し、言語化 し、試行

錯誤 しながら、命がけでかち取ってきたも

のである。障害者運動の足跡は今や私たち

にとっても貴重な社会的財産なのである。

本書 で提案 されたニーズ中心の福祉社会

の ビジ ョンが 「絵に描いた餅」でなく、確

実に実行可能であるとい う中西の自信 に

は根拠があるのである。

もし高齢 になって介助が必要になった

とき、必要なときに必要なだけ無料で福祉

サー ビスを利用することが可能であ り、そ

れを利用 して社会の一員 として信頼 され

尊重 され、最後まで社会 とつながって暮 ら

せたな らば、老いることに伴 う否定感や不

安感から解放 されるであろう。中西の構想

は、このような願いを夢 とあきらめないで、

それを願 う人たちの力 を結集 して、実現 さ

せ るための具体的です ぐれた福祉戦略で

ある。

まず福祉サー ビスユーザーユニオン構

想について若干の考察を したい。

「①福祉サー ビス利用当事者 としての高

齢者 と障害者の連携」について。この点に

ついては、自立生活運動 をしてきた障害者

と日本の高齢者 とでは権利意識 に大きな

差があ り、高齢者 には当事者団体も支援組

織 もない状態であるといわれている。新た

な福祉社会を目指す とい うとき、両者の間

には意識の差や温度差があるのは確かで

ある。だが、来たるべき超高齢化社会では、

福祉サー ビスユーザーは増加 の一途 をた

どり、すべてのユーザーのニーズを満たす

ためには福祉財源 を大幅 に確保する必要

があ り、それにはサー ビス利用当事者 自身

が強 く要求 しなければ獲得できない とい

うのも確かなことであろ う。そのために 日

本においても、アメ リカのAARPの よ う

な、高齢者 と障害者が連携 して福祉政策に
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強い影響力を持つ運動体の組織が必要な

のである。

もしこのユニオンが実現すれば、これま

での障害者運動の成果を糧 として、さらに

両者が福祉サー ビスユーザー とい うカテ

ゴリーのもとに連携す ることで制度 を利

用者 中心に引き寄せ る力にな ることは疑

いがない。差 し当た りこのユニオンがすべ

ての福祉サー ビス当事者 の権利擁護 と大

小の声、声なき声の代弁者 とな り、また さ

ま ざまな場面で当事者のエ ンパ ワメン ト

を支援 し、福祉サー ビス利用 当事者 と関係

者へ の情報提供や相談窓 口として信頼 を

得ていくことが重要であろう。

「②福祉サービス利用当事者会員 と非当

事者会員の連携」については、サー ビス利

用当事者 とそれ以外 の会員のかかわ りが

気になるところである。また、当事者性 を

強調す ることによる、さまざまな非当事者

の言論抑制 と両者の分断の可能性 を懸念

する意見もあるかもしれない。中西はその

ことにも自覚的である。まず 当事者のニー

ズが満た されれば、関係者のニーズは解消

され る可能性 を指摘 している。当事者 に我

慢を強いるより、当事者のニーズを満たす

ことを要求するほ うが関係者すべての利

益につながるとい う発想である。当然、実

現には時間がかかるが、だからといってだ

れかの我慢の上に成 り立つ現実を仕方が

ない と放置するのは真 っ当なことではな

い。私 も、最 も弱い者のニーズが満たされ

ることは社会のすべての人 にとって も安

心の保障になると考 える。

また近い将来 の福祉サー ビス利用予備

軍である団塊の世代は、学生運動などを経

験 しているので権利意識を持った福祉サ
ー ビス利用者になることは難 しくない

、と

中西は見てお り、実現の大きな力 として期

待 を寄せている。そのほかの会員について

も、所得保障制度の改善、ケア労働者の労

働条件の改善、福祉財源確保策な どへの信

頼 と普遍主義 の社会サー ビス法による新

たな福祉制度への共感 と期待による連携

の可能性が考えられるであろ う。

「③ ジェンダーの視点はあるか?」 につ

いて。このユニオン結成趣意書には、当事

者 の権利 を擁護す るためのクオー タ制が

明記 されているが、さらに運営委員などの

男女比は決めないのだろうか。高齢者にな

れば自然 にジェンダー問題 は解決する と

も思えない。また組合員のほとん どが主婦

である消費生活協同組合で も、その幹部の

ほ とん どは男性が 占めているとい う事実

もある。もし、このユニオンが運営委員な

どの男女比も明確 にすれば、日本では珍 し

い最 も進 んだ団体になるのではないで し

ょうか。

「福祉サー ビスユーザーユニオンの意

義」について。現在の高齢者支援に対する

私の違和感は、官民協 ・公私 どこをとって

も 「直接、当の本人に聞く」とい う姿勢が

決定的に欠如 しているとい う点にある。中

西が主張 してや まないの もこの点だ と気

づか された。そのためにはど うしても、高

齢者の声を必ず聞 くよ、絶対その声は無視

しないよ、すべてのことはその声からしか

発 しないよと正面切って表明 し、向き合い

続 けるところが必要なのである。これだけ

ではまだ足 りないわけで、このことはま さ

に当事者以外 には実現 し得 ない とい うこ

とがある。この ことこそが、福祉サービス

ユーザーユニオンの存在意義なのである。

ここで私の質問は、このユニオンの地方

展開についての構想はあるか、とい うもの

である。

次に、「私の経験からの共感」をお話 し
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たい。私の父は、72歳 の とき事故で両手

を失 ったが、障害者の認定を受け、補装具

の支給を受けて、77歳 の現在 も農業を続

けている。この過程で、私たち家族は障害

者支援 と高齢者支援のはざまで右往左往

したのだが、結局、父の強い希望 とリハ ビ

リテーシ ョン支援セ ンターの医師や職員

の支援で補装具の支給が決まると、私がか

かわる必要はほとん どなくな り、父は母 と

2人 で福祉関係者 の支援 を受けて以前の

ように暮 らせるようになった。これは私 に

とっては奇跡 のようであった。今になって

みると、父の場合 は障害者支援が適用 され

たために、障害当事者のニーズを優先す る

姿勢が関係者 に共有 されていたか らだ と

気づいた。その仕組みは障害者が命がけで

かち取ったものであり、父もその恩恵を受

けたのだと納得 した。

そ して高齢者が 自覚的に障害者運動か

ら学び、まず高齢者支援の レベルを障害者

支援まで引き上げることこそが高齢者の

生活の質を.ぐんとアップ させ るし、家族 の

負担 も軽減 させ ることを実感 している。

「おわ りに」。私は昨年始めてAARP

のことを知ったのだが、そのときす ぐに 日

本にもこのよ うな団体が絶対必要だ と思

った。そ してようや く日本でも福祉サービ

スユーザーユニオ ンの結成が提言 された

わけである。ここを活動の拠点としてまず

高齢者 と障害者が連携 し、周囲も巻き込ん

で質の高い福祉社会が実現 され る可能性

が見えてきた ことは うれ しい ことである。

殊に当事者主権は、現在のように多 くの

人が本当に困っていて、元気のない ときに

こそ、その人々をエンパ ワメン トできる理

念で もある。なぜ なら困った果てによ うや

く人は、困っていることに向き合わなけれ

ばな らな くな り、当事者性 を自覚するか ら

である。危機的状況は うれ しいことではな

いが、これ までのパターナ リズムか ら脱 し

て、みずか らの力でみずか らのニーズを表

明 し、同 じよ うなニーズを持った人々と連

携 して、ニーズを実現す る過程 を主体的に

経験する喜びを味わえるチャンスだ とも

言 える。

大企業は経済のグローバル化の中、生き

残 るためと称 して、企業税 の引き下げや労

働者 をさらに分断支配す るための方法を

考え出し、企業利益の優先を画策 し実行 し

てきた。私たち庶民 も豊かに生き抜 くため

に自分のニーズを明確に して、それを実行

す るために知恵を絞 り、実践す るのは当然

であると私は思 う。

福祉 サー ビスユーザーユニオンを結成

して、ニーズ中心の福祉社会を実現 しま し

ょう。ご清聴あ りが とうございま した。(拍

手)
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